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税務訴訟資料 第２７４号（順号２０２４－９） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 第二次納税義務告知処分取消等請求事件 

 国側当事者・国（東京国税局長） 

 令和６年４月１９日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告          Ｘ株式会社 

 同代表者代表取締役   Ａ 

 同訴訟代理人弁護士   田堰 良三 

 同           高村 健一 

 同           藤田 新一郎 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 処分行政庁       東京国税局長 

             富山 一成 

 同指定代理人      尾川 健三 

 同           濱辺 希 

 同           中村 志緒香 

 同           吉澤 剛史 

 同           中野 剛志 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 東京国税局長が原告に対して令和２年３月２４日付けでした第二次納税義務の納付告知処分

を取り消す。 

  ２ 被告は、原告に対し、１億２８５２万１２１１円及びこれに対する令和４年３月２日から支

払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

  ３ 被告は、原告に対し、１億２８５２万１２１１円及びこれに対する令和３年１１月１７日か

ら支払済みまで年７．３パーセントの割合又は租税特別措置法９５条に規定する還付加算金

特例基準割合のいずれか低い割合を乗じて計算した金員（ただし、年月分ごとに計算し、そ

の金額に１０００円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てたもの）を支払え。 

 第２ 事案の概要等 

    本件は、原告が、Ｂ株式会社（以下「Ｂ」という。）から売買代金債務の免除を受けたこと

について、東京国税局長から、Ｂの滞納国税に係る徴収すべき額の不足は上記債務の免除に

基因すると認められるから、原告は国税徴収法３９条（令和３年法律第１１号による改正前
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のもの。以下同じ。）に基づき上記滞納国税の第二次納税義務を負うとして、納付告知処分

（以下「本件告知処分」という。）を受けたのに対し、①本件告知処分は違法であるとしてそ

の取消しを求めるとともに、②不当利得に基づき、原告が本件告知処分に係る本税として納

付した１億２８５２万１２１１円の返還及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和４

年３月２日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による法定利息の支払を求め、

③上記②の請求と選択的に、過誤納金として、上記１億２８５２万１２１１円の還付及びこ

れに対する納付の日の翌日である令和３年１１月１７日から支払済みまで国税通則法５８条

１項又は租税特別措置法９５条に規定する割合による還付加算金の支払を求める事案である。 

  １ 関係法令の定め 

  （１）国税徴収法の定め 

    ア 国税徴収法３２条１項前段は、税務署長（国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におい

ては、国税局長。同法１８４条参照。）は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収し

ようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、

納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨を定

める。 

    イ 国税徴収法３９条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額

に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法

定納期限の１年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著し

く低い額の対価による譲渡（担保の目的でする譲渡を除く。）、債務の免除その他第三者に

利益を与える処分（以下「「債務の免除等」」という。）に基因すると認められるときは、

これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた

利益が現に存する限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨を定める。 

  （２）国税通則法の定め 

    ア 国税通則法５６条１項は、国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過

誤納金（以下「還付金等」という。）があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければな

らない旨を定める。 

    イ 国税通則法５８条１項１号ハ、国税通則法施行令２４条１項４号は、国税局長、税務署

長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、第二次納税義務者が納付し

た国税の額につき生じた過納金については、当該過納金に係る国税の納付があった日（そ

の日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限）の翌日からその還付の

ための支払決定の日又はその充当の日（同日前に充当をするのに適することとなった日が

ある場合には、その適することとなった日）までの期間の日数に応じ、その金額に年７．

３パーセントの割合を乗じて計算した金額（以下「還付加算金」という。）をその還付し、

又は充当すべき金額に加算しなければならない旨を定める。 

  （３）租税特別措置法の定め 

     租税特別措置法９５条は、各年の還付加算金特例基準割合（平均貸付割合に年０．５パー

セントの割合を加算した割合をいう。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、

国税通則法５８条１項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含ま

れる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年７．３

パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法９５条（還付加算金の割合の特例）に規
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定する還付加算金特例基準割合」とする旨を定める。 

  ２ 前提事実 

    以下の事実は当事者の間に争いがなく若しくは当裁判所に顕著であり、又は各項掲記の証拠

及び弁論の全趣旨から容易に認めることができる。 

  （１）当事者等 

    ア 原告は、不動産の売買、仲介、賃貸及び管理等を目的とする株式会社であり、取締役会

設置会社である（甲１の１）。 

      原告の代表取締役は、平成１４年９月３０日から平成２５年６月２０日までの間は、Ｃ

（以下「Ｃ」という。）、平成２６年９月３０日から令和５年２月２７日までの間は、Ｄ

（以下「Ｄ」という。）であり、同日からＡ（以下「Ａ」という。）となった。なお、Ａは、

このほか、平成９年１月４日から平成１６年７月１２日まで、原告の取締役であった。

（甲１の１、乙３） 

    イ Ｂは、土地及び建物の賃貸等を目的とする株式会社である（乙６（枝番号を含む。））。 

      原告は、平成２３年１月３１日、Ｂの株主らからＢの全ての株式を購入し、Ｂの完全親

会社となった（甲１１、１２）。 

      Ｂの代表取締役は、同日から平成２５年１１月１９日までの間は、Ｃであった（乙６

（枝番号を含む。））。 

  （２）原告による不動産の取得等 

     原告は、平成２３年１月３１日付けで、Ｂとの間で、Ｂの所有する別紙１不動産目録記載

１、２及び３の土地を、売買代金８億１６４４万円で購入する契約（以下「本件売買契約」

という。）を締結した（甲９、乙１２。ただし、本件売買契約の有効性については争いがあ

る。）。 

     その後、本件売買契約に係る売買代金債務について相殺や弁済などがされ、同年５月３０

日の時点で、残金２億４５７９万８１３５円となった（以下、この残金に係る原告のＢに対

する債務を「本件未収金債務」という。）。 

  （３）Ｂによる本件未収金債務の免除 

     Ｂは、平成２５年１１月２０日付けで、原告に対して有する本件未収金債務を免除した

（甲８。以下「本件債務免除」という。ただし、本件債務免除の実質的な法的性質について

は争いがある。）。 

  （４）租税に関する手続等 

    ア Ｂの滞納国税 

      Ｂは、令和２年３月２４日時点で、別紙２租税債権目録記載の合計１億２９８６万４２

１１円の租税（本税として１億２８５２万１２１１円及び加算税として合計１３４万３０

００円の合計額。以下、併せて「本件滞納国税」という。）を含め、合計１億２９９５万

８４２２円の租税債務を負っていた（乙１）。 

    イ 第二次納税義務の告知処分 

      東京国税局長は、令和２年３月２４日、原告に対し、原告が、本件債務免除によって受

けた利益が現に存する２億４５７９万８１３５円の限度で、本件滞納国税の第二次納税義

務を負うことになった旨記載した納付通知書（甲６）を送付し、本件告知処分をした。 

    ウ 不服申立て 
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      原告は、令和２年５月１８日付けで、本件告知処分を不服として、東京国税局長に対し

再調査の請求をした（乙１８）。東京国税局長は、同年８月７日、同請求を棄却する旨の

決定をした（乙１９）。 

      原告は、上記再調査決定を経た後の本件告知処分を不服として、同年９月１６日付けで、

国税不服審判所長に対し審査請求をした（乙２０）。国税不服審判所長は、令和３年９月

１日付けで、同請求を棄却する旨の裁決をした（甲７）。 

    エ 本件告知処分に係る本税の納付 

      原告は、令和３年１１月１６日、本件告知処分に係る本税として１億２８５２万１２１

１円を納付した（甲５（枝番号を含む。））。 

    オ 本件訴えの提起 

      原告は、令和４年２月２１日、本件訴えを提起した。 

  ３ 争点及びこれに関する当事者の主張 

  （１）本件債務免除が「債務の免除等」に該当するか否か（その１・本件売買契約の有効性） 

    （原告の主張） 

     本件売買契約は以下のとおり無効である。したがって、本件未収金債務は存在せず、本件

債務免除は無効であるから、本件債務免除は「債務の免除等」に該当しない。 

    ア 利益相反取引 

    （ア）利益相反取引該当性 

       本件売買契約は、当時原告及びＢ双方の代表取締役を務めていたＣが、原告及びＢの

双方を代表して締結したものであるから、会社法３５６条１項２号の定める利益相反取

引に該当する。 

       Ｃは、本件売買契約に先立ち、Ａに対し、原告がＢの株式を取得することでＢの所有

する不動産を取得し、これを売却することによって、原告に２億５０００万円の利益を

帰属させるという内容の取引を提案し、Ａは、原告が２億５０００万円の利益を得るこ

とを条件に、同取引を了承した。このように、Ｃが、本件売買契約を含む一連の取引に

よって原告に２億５０００万円の利益を帰属させることを約したにもかかわらず、自ら

が代表取締役を務めるＢを介して不当な利益を得るために、本件売買契約の売買代金額

を恣意的に設定したものであること、Ｂは不動産保有のための会社であるから、本件売

買契約において、過大な売買代金を設定することでＢに資金移動させ、又は原告のＢに

対する債務が残るようにすることは許されないことなどの事情からすれば、Ｂが原告の

完全子会社であるからといって、本件売買契約が利益相反取引に当たらないということ

はできない。 

    （イ）取締役会の承認 

       原告の取締役会は、本件売買契約の締結を承認していない。 

       原告の取締役会が平成２３年２月４日に本件売買契約の締結を承認する旨決議したと

の記載のある議事録は、Ｃが、登記手続のためだけに作成したものであって、同議事録

に記載された取締役会は実際には開催されていない。また、同議事録の内容を前提とし

ても、Ｃ以外の取締役に対しては、本件売買契約における売買代金は「時価」としか説

明されなかったのであり、重要な事実の開示があったとはいえないから、売買代金額を

８億１６４４万円とする本件売買契約の締結について、原告の取締役会が承認したとい
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うことはできない。 

    （ウ）総株主の承諾 

       本件売買契約当時、原告の全株式を保有していたのはＡである。そして、Ａは、原告

が２億５０００万円の利益を得ることができない売買代金を内容とする本件売買契約に

ついて同意したことはない。 

    （エ）小括 

       したがって、本件売買契約は利益相反取引に該当するにもかかわらず、取締役会の承

認も総株主の承諾も得ていないから、無効である。 

    イ 重要な業務執行 

      本件売買契約は、原告にとって重要な財産の譲受けその他の重要な業務執行に該当する

から、原告の取締役会決議を経る必要がある（会社法３６２条４項１号）。それにもかか

わらず、Ｃは、原告の取締役会決議を経ずに本件売買契約を締結したものであり、かつ、

Ｂは原告の取締役会決議がされていないことを知っていた。したがって、民法（平成２９

年法律第４４号による改正前のもの。以下同じ。）９３条ただし書の類推適用により、本

件売買契約は無効である。 

    ウ 通謀虚偽表示又は心裡留保 

      Ｃは、本件売買契約を含む一連の取引によって原告に２億５０００万円の利益を帰属さ

せることを約したにもかかわらず、この約束を果たせないことを十分に認識しながら、自

らが代表取締役を務めるＢを介して不当な利益を得るために、売買代金額を恣意的に設定

した本件売買契約を、原告及びＢの双方を代表して締結した。したがって、本件売買契約

は、原告及びＢが相手方と通じてした虚偽の契約であって、通謀虚偽表示（民法９４条１

項）により無効である。 

      仮に本件売買契約が通謀虚偽表示に当たらないとしても、原告及びＢの代表者としての

Ｃの真意は、Ａに対する約束のとおり、原告に２億５０００万円の利益を帰属させられる

ような売買代金額を設定することにあった。そのため、これに反する間違った売買代金額

を設定した本件売買契約は、契約当事者の真意に基づかないものであり、かつ、原告及び

Ｂは相互にそのことを知っていたものであるから、心裡留保（民法９３条ただし書）によ

り無効である。 

    エ Ｃの権限逸脱 

      Ａは、原告の全株式を有する株主として、原告の代表取締役であるＣに対して、原告に

２億５０００万円の利益が帰属する一連の取引を承諾したものであるところ、この承諾は、

Ｃの代表取締役としての権限に加えた制限（会社法３４９条５項）に該当する。そのため、

Ｃが原告を代表して本件売買契約を締結した行為は、Ｃの権限を逸脱するものであり、か

つ、Ｂはそのことを知っていたから、本件売買契約は無効である。 

    （被告の主張） 

     本件売買契約は以下のとおり有効であるから、本件債務免除も有効であり、本件債務免除

は「債務の免除等」に該当する。 

    ア 利益相反取引 

    （ア）利益相反取引該当性 

       本件売買契約当時、Ｂは原告の完全子会社であり、本件売買契約を締結するに当たり、
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原告とＢとの間には利害対立がなかったから、本件売買契約につき会社法３５６条１項

（同法３６５条１項）の適用はない。 

       また、本件売買契約当時、原告の全株式を保有していたのは、ＡではなくＣであり、

原告とＣの利害は一致するから、この点においても本件売買契約につき会社法３５６条

１項（同法３６５条１項）の適用はない。 

    （イ）取締役会の承認 

       原告の取締役会は、平成２３年２月４日、本件売買契約の締結を承認する旨決議した。 

    （ウ）総株主の承諾 

       本件売買契約当時、原告の全株式を保有していたのは、ＡではなくＣであり、本件売

買契約は、そのＣによって締結されたものであるから、全株主によって承諾されたもの

である。 

       仮に原告の全株式を保有していたのがＡであるとしても、Ａは本件売買契約の締結に

つき承諾していた。 

    （エ）小括 

       したがって、本件売買契約は、利益相反取引に当たらず、又は、利益相反取引に当た

るとしても、取締役会の承認若しくは総株主の承諾を得ているから、有効である。 

    イ 重要な業務執行 

      仮に本件売買契約が原告にとって重要な財産の譲受けその他の重要な業務執行に該当す

るとしても、前記ア（イ）又は（ウ）のとおり、原告の取締役会が本件売買契約の締結を

承認し、又は原告の全株式を保有していたＣ若しくはＡが本件売買契約の締結を承諾した

ことからすれば、本件売買契約は有効である。 

    ウ 通謀虚偽表示又は心裡留保 

      前記ア（イ）のとおり、Ａは、原告がＢから別紙１不動産目録記載１、２及び３の各土

地を約８億円で買い受けることに同意していたし、原告が本件売買契約を含む一連の取引

において結果として２億５０００万円の利益を受けることができなかったのは、転売時の

売却代金が当初予定していた２１億円を下回ったためである。そのため、Ｃが、原告に２

億５０００万円の利益を帰属させるというＣの約束を果たせないことを認識しながら本件

売買契約を締結したとは認められず、本件売買契約は、通謀虚偽表示又は心裡留保により

無効となるものではない。 

    エ Ｃの権限逸脱 

      ＣとＡとの間の単なる約束が、会社法３４９条５項にいう代表取締役の「権限に加えた

制限」に当たるものとは解し難い上、前記ア（ウ）のとおり、Ａは、本件売買契約の締結

につき承諾していたから、Ｃが原告を代表して本件売買契約を締結した行為は、Ｃの代表

取締役としての権限を逸脱しない。 

  （２）本件債務免除が「債務の免除等」に該当するか否か（その２・本件債務免除の実質的な法

的性質） 

    （原告の主張） 

     Ｃは、原告の唯一の株主であるＡとの間で、本件売買契約を含む一連の取引によって原告

に２億５０００万円の利益を帰属させることを約束しており、これは原告及びＢの双方を代

表するＣによって両者の合意にもなっていた。それにもかかわらず、Ｃは、Ｂを代表して、
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本件売買契約の売買代金額を恣意的に設定し、上記約束違反をしたから、Ｂは、その後処理

として本件債務免除をしたものにすぎない。 

     したがって、本件債務免除は、原告に一方的に不相当な利益や異常な利益を与えるもので

はなく、必要かつ合理的な理由に基づくものであるから、「債務の免除等」には当たらない。

また、原告は、Ｂに対し、上記約束に基づく２億５０００万円の利益配分請求権又はＢの上

記約束違反による同額の損害賠償請求権を有していたといえるから、本件債務免除は、一種

の債務不存在確認又は相殺処理として行われたといえ、この点でも、「債務の免除等」に当

たらない。 

    （被告の主張） 

     本件債務免除は、これに係る通知書に記載されたとおり、原告がＢに対して負う本件未収

金債務を、Ｂが免除するものであるから、「債務の免除等」に該当する。 

  （３）本件滞納国税の徴収不足が本件債務免除に基因するか否か 

    （原告の主張） 

     本件売買契約に定められた売買代金支払期限から５年が経過する平成２８年２月２５日よ

り後は、原告は、消滅時効を援用して本件未収金債務を免れることができた。そのため、本

件告知処分がされた令和２年３月２４日の時点で、本件未収金債務に係る債権は、Ｂにおけ

る租税納付の原資となり得ないから、本件滞納国税の徴収不足が本件債務免除に基因すると

はいえない。 

    （被告の主張） 

     消滅時効期間が経過し、原告がこれを援用することにより本件未収金債務が消滅したはず

であるなどという仮定に基づく不確かな事情をもって、原告の第二次納税義務の成否が左右

されることはない。 

  （４）現存利益の存否 

    （原告の主張） 

     前記（１）及び（２）の事情からすれば、Ｂは、原告に対して本件未収金債務の履行を請

求することが不可能又は著しく困難であるから、本件未収金債務に係る債権の価値は０円で

あって、本件債務免除により原告が受けた利益は現に存しない。 

    （被告の主張） 

     債務免除による利益の額は、当該債権の価額であると解され、また、債権の実質的価値は、

その債権金額の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別

な事情が認められる場合等を除き、債権の額面金額であると解するべきであるところ、本件

債務免除当時の原告の財産状況等からすれば、かかる特別な事情は見当たらない。 

     そうすると、本件債務免除により原告が受けた利益の額は、本件未収金債務の額と同額で

あり、かかる利益は、本件告知処分時にも現存していたというべきである。 

  （５）不当利得返還請求権の成否（請求の趣旨２項に係る主張） 

    （原告の主張） 

     原告は本件告知処分に係る本税の納付をしたところ、本件告知処分が取り消されれば、被

告は法律上の原因なく利益を受け、そのために原告は上記納付した金員相当額の損失を被っ

たこととなるから、同額の不当利得返還請求権が成立する。 

    （被告の主張） 
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     原告が本件告知処分に基づき納付した金員について、被告が返還することとなった場合、

かかる金員は国税通則法５６条１項に規定する過誤納金に該当し、民法の不当利得の規定の

適用はないから、不当利得返還請求権は成立しない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 認定事実 

    前記前提事実に加え、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることが

できる。 

  （１）本件の取引に至るまでの経緯 

    ア Ａは、平成２２年９月頃、Ｃから、Ｅ株式会社（以下「Ｅ」という。）がＢの所有する

土地を２１億円で購入することを計画しているので、原告が、Ｂの株式を購入することで

上記の土地を取得した上で、Ｅに転売すれば、原告が多額の転売益を得ることができると

の取引（以下「●●案件」という。）が持ち込まれ、Ｃに対し、●●案件を具体的に進め

るよう指示した（甲４４、Ａ本人２、３、２０、２１頁）。 

    イ Ａは、平成２２年１１月２９日、Ｃから、●●案件の具体的内容として、原告がＢの株

式の購入等のために総額１２億６０００万円の資金を支出する必要があること、ＥはＢの

所有する土地を１９億円で購入するとしていること、その差額である６億４０００万円が

粗利益で、そのうちの２億５０００万円が原告の得る利益となることなどがファクシミリ

により伝えられた（甲２（枝番号を含む。））。Ａは、その翌日、Ｃと面談して、●●案件

につき、改めて上記と同旨の説明を受けた上で、●●案件につき具体的に作業を進めるこ

とを了承した（甲４４、Ａ本人３、４頁）。 

    ウ Ａは、平成２３年１月１４日、Ｃから、●●案件に関するＢの株式に係る売買契約書及

び株式売買代金領収書、Ｆ株式会社の所有する土地に係る不動産売買代金領収書並びにＢ

の負債に係る債権回収証書の案一式をファクシミリで受領し（甲３（枝番号を含む。））、

これらの契約書案が従前のＣの説明と一致していることなどを確認した（甲４４）。 

    エ Ａは、平成２３年１月２７日、Ｃから、●●案件の必要資金について、原告名義でＢの

株主らの銀行口座に送金するようファクシミリで依頼を受け、Ｃに対し、その依頼のとお

りに振込みをする旨を回答した（甲３８、４４、Ａ本人４頁）。 

  （２）原告による不動産の購入等 

    ア 原告は、平成２３年１月３１日、Ｂの株主らから売買代金合計９億４９８９万４４００

円でＢの全ての株式を購入する契約（甲１１、１２。以下「本件株式売買契約」という。）

及びＦ株式会社から同社の所有する別紙１不動産目録記載４及び５の土地及び同記載１の

土地に係る借地権を売買代金８３５６万円で購入する契約（甲１０）を締結するなどした。

Ａは、自身が管理する原告の実印をこの取引の場に持参して立ち会い、Ａの指示の下、上

記各契約の契約書に原告の実印が押印された（甲３７、４４、Ａ本人１１、３３～３５

頁）。 

    イ 本件売買契約について、平成２３年１月３１日付けで契約書が作成されたところ、この

契約書には、Ｃが保管していた原告の取引印が押印されており、原告の実印は押印されて

いなかった（甲９、３７、４４、乙１２、Ａ本人１１、３６、３７頁）。 

    ウ なお、平成２３年２月１８日、別紙１不動産目録記載３の土地は、同目録記載３－１及

び３－２の各土地に分筆され、同目録記載５の土地は、同目録記載５－１及び５－２の各
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土地に分筆された（甲１８ないし２４）。 

  （３）原告における取締役会決議等 

     原告において、平成２３年２月４日午後１時、原告の取締役全員が出席した上で、原告が

同月７日にＢから別紙１不動産目録記載１、２及び３の各土地を時価で購入することを承認

する旨の取締役会決議がされた旨が記載されている取締役会議事録（以下「本件議事録」と

いう。）が作成された。本件議事録には、Ａが管理する原告の実印が押印された。（甲３７、

乙３５） 

  （４）原告による不動産の売却等 

    ア Ａは、平成２３年２月２２日、Ｃから、●●案件について、Ｅが原告に合計１９億円を

送金する予定であること、原告に２億５０００万円の利益を確保することを前提に原告と

Ｂとの間で精算をすることなどがファクシミリで伝えられた（甲４）。 

    イ 原告は、平成２３年２月２５日、別紙１不動産目録記載の各土地（以下「本件各土地」

という。）のうち同目録記載１、２、３－２及び５－２の各土地をＥに売買代金１８億５

０００万円で売却し（以下「別件売買契約１」という。）、その余の本件各土地を株式会社

Ｇ（以下「Ｇ」という。）に売買代金５０００万円で売却する（以下「別件売買契約２」

という。）契約を締結した（甲１５、１６、乙２１）。これらの契約の契約書には原告の実

印が押印された（甲３７）。なお、Ｇの代表取締役は、当時、ＣとともにＢの取締役を務

めていたＨ（以下「Ｈ」という。）であったが、Ｇを実質的に支配していたのはＣであっ

た（甲４３の１、乙６の２）。 

    ウ Ａの経営する会社が管理していた原告名義の口座において、平成２３年２月２５日、Ｅ

及びＧから、それぞれ１６億７３７８万７９００円及び５０００万円が入金され、同日、

Ｂに対し、１億６９０９万５５１５円が送金された。また、上記口座において、同年５月

２７日、Ｅから、１億８５００万円が入金され、Ｂに対し、１億８５００万０８４０円が

送金された。（乙９、Ａ本人３７頁、弁論の全趣旨） 

    エ Ｇは、平成２３年５月３１日、別件売買契約２において原告から購入した各土地をＩ株

式会社（以下「Ｉ」という。）に２億５８００万円で売却する契約を締結した（甲１７）。 

  （５）本件の取引後の経緯 

    ア ●●案件の結果、本件未収金債務が残り、原告は２７９８万９７６５円の利益のみを得

ることとなった（甲４２の１、弁論の全趣旨）。 

    イ Ａは、平成２５年６月３日、Ｃから、●●案件について、原告の利益として確保する予

定となっていた２億５０００万円は、本件売買契約に基づく原告の売買代金債務をＢにお

いて受領しないという形（本件未収金債務）で確保されている旨などの説明を書面で受け

た（甲３９）。 

    ウ Ｃは、平成２５年６月２０日、原告の代表取締役を辞任し、同年１１月１９日、Ｂの代

表取締役を辞任した（前記前提事実（１）ア及びイ）。 

    エ Ｂの取締役会は、平成２５年１１月１９日、原告から、Ｇ名義で原告から５０００万円

で購入した土地をＩに２億５８００万円で売却していることや、原告が●●案件に関して

負担した業務委託料も考慮すれば、本件未収金債務は存在しない旨の主張がされているこ

とについて、その主張には誤りがないことから、以後の税務申告において本件未収金債務

は存在しないものとして処理する旨の決定をした（乙３９）。Ｂは、同月２０日付けで、
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原告に対し、本件債務免除をした（前記前提事実（３））。 

  （６）国税局による調査 

     原告の当時の代表者であったＤは、平成２７年３月４日付けで、東京国税局徴収職員に対

し、本件債務免除に関する質問に関連して、●●案件は、約８億円で買った土地を２１億円

で売却することで２億５０００万円以上の利益を得るというものであったが、売却額が１８

億５０００万円に当初の予定よりも２億５０００万円減少してしまった旨の説明をする回答

書を提出した（前記前提事実（１）ア、乙２９）。 

  ２ 争点（１）（本件債務免除が「債務の免除等」に該当するか否か（その１・本件売買契約の

有効性））について 

  （１）利益相反取引 

     仮に、本件売買契約当時、原告の全株式の保有者が、原告の代表取締役として本件売買契

約に関与したＣであった場合、本件売買契約が利益相反取引に該当しないか、利益相反取引

に該当したとしても総株主の承諾が認められるから、本件売買契約が利益相反取引を理由に

無効となることはない。また、仮に、本件売買契約当時、原告の全株式の保有者がＡであっ

た場合、本件売買契約が利益相反取引に該当したとしても、総株主であるＡが本件売買契約

の締結につき承諾をしていれば、本件売買契約が利益相反取引を理由に無効となることはな

い。 

     そこで、まずＡが本件売買契約の締結につき承諾をしていたか否かについて検討する。 

    ア 前記認定事実（１）ア及びイ並びに同（４）アによれば、原告が●●案件に関与する目

的は、２億５０００万円の転売益を得ることにあったといえるから、Ａとしては、別紙１

不動産目録記載１、２及び３の各土地のＢからの購入代金とＥに対する売却代金に大きな

関心を寄せていたことが推認される。そして、本件株式売買契約や別件売買契約１及び２

については、ＡがＣから事前に説明を受け、その内容を了承してから、原告が契約を締結

していることも考慮すれば（前記認定事実（１）ウ及びエ並びに同（４）ア及びイ）、本

件売買契約についても、ＡがＣから事前に説明を受け、その内容を了承していたと考える

のが自然である。加えて、本件売買契約締結時のほかにも、本件議事録にＡが管理する原

告の実印が押印されるとき（同（３））や、別件売買契約１及び２が締結され、Ａの経営

する会社が管理していた原告名義の口座において、Ｅ及びＧからの入金の一部がＢに送金

されるとき（同（４）イ及びウ）など、ＡがＣから本件売買契約の内容について説明を受

けて然るべき機会も複数あったことも考慮すれば、平成２５年５月頃までＣに本件売買契

約の帰趨について問い合わせず、売買代金額についても認識していなかったなどとするＡ

の供述等（甲４４、Ａ本人９～１１、３０頁）は、不自然であるといわざるを得ず、採用

することができない。 

      したがって、Ａが本件売買契約の締結につき承諾をしていたことが強く推認される。 

    イ（ア）これに対し、原告は、●●案件は、原告に２億５０００万円の利益を確保すること

が前提となっていたから、その利益を得ることができない売買代金額を内容とする本

件売買契約の締結について、Ａが承諾するはずがないなどと主張する。 

        しかし、Ｃが実質的に支配していたＧは、別件売買契約２より原告から５０００万

円で購入した土地を、Ｉに対して２億５８００万円で売却しているところ、Ｉに対す

る上記売却代金額を考慮すれば、結局、本件各土地は合計約２１億円で売却できたこ
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とになり、その結果、原告及びＧにおいて得た利益の総額は約２億３０００万円とな

るのであるから（前記認定事実（４）イ及びエ並びに同（５）ア）、本件売買契約の

売買代金額を前提にしても、本件各土地の転売により２億５０００万円に近い利益を

得ることは可能であったといえる。そして、東京国税局徴収職員に提出された平成２

７年３月４日付け回答書においては、●●案件は、約８億円で買った土地を２１億円

で売却することで２億５０００万円以上の利益を得るというものであった旨記載され

ているところ（同（６））、税務調査に対する回答書という書面の性質に鑑みてＡの了

承を得ずに提出されたとは考え難いことも踏まえると、Ａ自身も、本件売買契約の売

買代金が約８億円であり、同金額を前提にしても、原告が２億５０００万円の利益を

得ることができると認識していた可能性は十分に考えられる。 

        そうすると、●●案件が原告に２億５０００万円の利益を確保することが前提とな

っていたことをもって本件売買契約の締結につきＡの承諾が存在するとの推認が妨げ

られるものではないから、原告の上記主張は採用することができない（なお、本件売

買契約等により本件各土地を取得した後、その全部をＥに売却するのではなく、一部

をＧを経由して転売することについては、Ａの承諾を得ていなかった可能性がうかが

われるが、このことは、Ａの本件売買契約の締結に対する承諾の効力に直ちに影響を

及ぼすものではない。）。 

     （イ）また、原告は、本件売買契約の契約書には●●案件における他の契約と異なり原告

の実印ではなく取引印が押印されており、Ａが本件売買契約の締結について承諾して

いないことが推認される旨主張する。 

        しかし、●●案件における他の契約と異なり、本件売買契約は、原告と、原告が全

株式を保有するＢとの間の契約であり、グループ会社内での取引であることから、契

約の当事者が一堂に会して契約書の内容を確認し、実印を押印するなどの正式な手続

を経ることまではしなかったとしても不自然ではない。 

        そうすると、本件売買契約の契約書に原告の実印ではなく取引印が押印されていた

ことをもって、本件売買契約の締結につきＡの承諾が存在するとの推認が直ちに妨げ

られるものではないから、原告の上記主張は採用することができない。 

     （ウ）さらに、原告は、仮にＡが本件売買契約の締結を承諾していたとすれば、平成２５

年６月頃、Ａが●●案件について税理士に調査依頼し、関係者らを集めてＣを糾弾し、

Ｃが原告及びＢの代表取締役を辞任したこと、また、原告が本件訴えを提起したこと

の合理的な説明がつかない旨主張する。 

        しかし、前記（ア）のとおり、本件各土地の一部をＧを経由して転売することにつ

いては、Ａの承諾を得ていなかったことがうかがわれるところ、これを前提にすれば、

●●案件の後に、ＡがＣとトラブルになったとしても不自然ではなく、原告が主張す

る上記事情は、Ａが本件売買契約の締結を承諾したことと必ずしも矛盾するものでは

ない。なお、Ａは、Ｃが原告及びＢの代表取締役を辞任した約２年後である平成２７

年頃に、Ｇが２億円以上の利益を得ていたことを知ったとか、Ｇが●●案件において

Ａに黙って２億円以上の利益を得たことについてＨが告白したなどの供述等（甲４４、

Ａ本人１４、３８頁）をするが、これらの供述等は、Ｂの取締役会が、平成２５年１

１月１９日の時点で、●●案件においてＧ名義で２億円以上の利益を得た旨の原告か
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らの主張が誤りではないことを前提に、本件未収金債務は存在しないこととする旨の

決定をしていること（前記認定事実（５）エ）と矛盾しており、採用することができ

ない。 

        したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

    ウ 以上によれば、Ａが本件売買契約の締結につき承諾をしていたと認められるから、仮に

本件売買契約が利益相反取引に該当し、本件売買契約当時、原告の全株式の保有者がＡで

あったとしても、本件売買契約が無効となるとは認められない。 

  （２）重要な業務執行 

     仮に本件売買契約の締結が原告において重要な業務執行に該当し、本件売買契約当時、原

告の全株式の保有者がＡであったとしても、前記（１）のとおり、原告の総株主であるＡが

本件売買契約の締結につき承諾をしていたこととなるから、本件売買契約が無効となるとは

認められない。 

  （３）通謀虚偽表示又は心裡留保 

     法人の意思表示の瑕疵の有無は、法人の代表者又は代理人について決すべき（民法１０１

条１項）ところ、本件売買契約時における原告及びＢの代表者はいずれもＣであり、Ｃは、

Ｂにおいて別紙１不動産目録記載１、２及び３の各土地を売買代金８億１６４４万円で売却

し、原告において上記各土地を同金額で購入する意思をもって、Ｂ及び原告を代表して本件

売買契約を締結したものと認められ、これに反する証拠はない。そして、原告が２億５００

０万円の転売益を得られることなどの原告が主張する点が本件売買契約の意思表示の内容に

含まれるものではないから、Ｃにおいて、虚偽の意思表示をしたとはいえず、真意と意思表

示との間に齟齬がないことは明らかであり、通謀虚偽表示も心裡留保も成立しない。したが

って、本件売買契約がこれらを理由に無効となるとは認められない。 

  （４）Ｃの権限逸脱 

     前記（１）のとおり、Ａが本件売買契約の締結につき承諾をしていたと認められるから、

仮に、本件売買契約当時、Ａが原告の全株式の保有者であったとしても、Ｃの代表権に原告

が主張するような制限があったとはいえない。したがって、本件売買契約がＣの権限逸脱を

理由に無効になるとは認められない。 

  （５）小括 

     以上によれば、本件売買契約は有効であり、本件売買契約が無効であることを理由として、

本件滞納国税に係る徴収不足が本件債務免除に基因しないということはできない。 

  ３ 争点（２）（本件債務免除が「債務の免除等」に該当するか否か（その２・本件債務免除の

実質的な法的性質））について 

    本件債務免除は、本件未収金債務を免除するものである以上、「債務の免除等」に該当する。 

    これに対し、原告は、Ｂは、原告との間で、●●案件の一連の取引により、原告に２億５０

００万円の利益を帰属させることを約束していたにもかかわらず、その約束を履行しなかっ

たから、その後処理として本件債務免除をしたものにすぎず、本件債務免除は、必要かつ合

理的な理由に基づくものであり、又は一種の債務不存在確認又は相殺処理であって、「債務の

免除等」に該当しない旨主張する。しかし、前記認定事実（５）エのとおり、Ｂは、Ｇ名義

で原告から５０００万円で購入した土地をＩに２億５８００万円で売却したことなどの事情

を考慮して、取締役会決議を経た上で、本件債務免除をしたことが認められ、Ｂは、本件未
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収金債務の処理の方法として様々なものが考えられるところで、あえてこれを免除すること

を選択し、原告に対し、債権放棄通知書（甲８）を送付することにより、一方的な意思表示

として、本件債務免除をしたといえる。そのほか、Ｂと原告との間で、相互に債務不存在が

確認され、あるいは相殺処理がされたことをうかがわせる証拠はない。したがって、原告の

上記主張をもって、本件債務免除が「債務の免除等」に該当することを否定することはでき

ない。なお、原告が引用する国税不服審判所の裁決例は、いずれも敷金あるいは建設協力金

の性質に着目した判断であって、本件とは事案を異にするものである。 

  ４ 争点（３）（本件滞納国税の徴収不足が本件債務免除に基因するか否か）について 

    原告は、平成２８年２月２５日の経過により本件未収金債務の消滅時効が完成したなどと主

張するが、原告は消滅時効を援用しないまま本件債務免除を受けた以上、本件未収金債務が

本件債務免除により消滅したことは否定し得ないから、消滅時効期間の経過を理由に徴収不

足が本件債務免除に基因しないということはできない。 

  ５ 争点（４）（現存利益の存否）について 

    前記２（１）のとおり、本件売買契約は有効であり、本件売買契約に基づいて本件未収金債

務が発生したと認められる以上、原告は本件債務免除により本件未収金債務の額面どおりの

利益を得たと認められる。 

  ６ 結論 

    したがって、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がない

からこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 鎌野 真敬 

   裁判官 都築 健太郎 

裁判官栗原志保は、転補のため署名押印することができない。 

裁判長裁判官 鎌野 真敬 
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別紙１、２ 省略 


